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独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所鉄道認証室 

鉄道製品認証業務取扱手順 
改 正 履 歴 表 

項目 版番号 制定・改正日 施行日 改 正 内 容 
制定 １－０ 2011 年 9 月 13 日 2011 年 9 月 13 日 新規制定 
改正 ２－０ 2012 年 8 月 17 日 2012 年 9 月 6 日 立会試験実施手順の明確化、申請等に

係る書面の一部変更、認証審査におけ
る確認事項の追加、文書保存期限の変
更等 

改正 ２－１ 2012 年 9 月 7 日 2012 年 9 月 7 日 要員に係る文書保存期限の変更 
改正 ３－０ 2013 年 7 月 30 日 2013 年 7 月 30 日 字句の修正等 
改正 ３－１ 2013 年 11 月 15 日 2013年 11月 15日 「6.2 立会試験」に（6）、（7）を追加 
改正 ３－２ 2013 年 12 月 10 日 2013年 12月 10日 字句の修正等 
改正 ３－３ 2014 年 11 月 10 日 2014年 11月 10日 認証の決定プロセスの明確化 
改正 ４－０ 2015 年 1 月 27 日 2015 年 2 月 10 日 ISO/IEC Guide 65 か ら ISO/IEC 

17065 への移行に伴う修正等 
改正 ４－１ 2015 年 6 月 29 日 2015 年 6 月 29 日 認証取得者の申請による終了のプロセ

スの新設、文書の保存期間に関する規
定の見直し、内部監査員の資格基準の
追加等 

改正 ４－２ 2015 年 7 月 31 日 2015 年 7 月 31 日 認証判定会議の運営手順に関する規定
の明確化に伴う修正 

改正 ４－３ 2015 年 12 月 14 日 2015年 12月 14日 認定の言及及び認定シンボルの使用に
関する規定の新設等 

改正 ４－４ 2016 年 4 月 1 日 2016 年 4 月 1 日 法人統合による組織変更及び認証の契
約に関する規程等の制定に伴う修正 

改正 ４－５ 2016 年 6 月 16 日 2016 年 6 月 30 日 サーベイランスを行う審査要員の選任
の手順及び一時停止又は取消しに至る
手順の明確化、マネジメントレビュー
の実施事項及び秘密保持に関する規定
の追加並びに公平性に対するリスクの
特定、異議申立て及び苦情の処理に関
する手順の変更等 

改正 ４－６ 2018 年 6 月 20 日 2018 年 7 月 4 日 認証の申請に先立って行われた評価結
果の取扱、予防処置、是正処置の手順
の明確化等 

改正 ４－７ 2019 年 1 月 18 日 2019 年 1 月 18 日 ISO/IEC 17025の版（年号）の取扱の
明確化 

改正 ４－８ 2019 年 12 月 2 日 2020 年 4 月 1 日 サーベイランス周期の特例の創設等 
改正 ４－９ 2020 年 2 月 19 日 2020 年 4 月 1 日 認定機関の規程改定に伴う改正 
改正 ４－１０ 2022 年 10 月 14 日 2022 年 11 月 1 日 用語及び定義の修正、申請、サーベイ

ランス及びマネジメントレビューに係
る手順の明確化、認定の言及及び認定
シンボルの使用に関する規定の適正化
等 

改正 ４－１１ 2025 年 2 月 3 日  2025 年 3 月 1 日 特別調査手順の明確化及び準秘密資料
の管理方法の適正化 

改正 ４－１２ 2025 年 9 月 8 日  2025 年 9 月 12 日 受託料及び準秘密資料の管理に関する
規定の適正化 
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1．～17. （略） 
 

1．～17. （略） 

18. 是正処置 

（1）認証機関の関係者は、マネジメントシステムに関し、不適合を発見した

場合は、直ちに、業務運営管理者に報告を行うものとする。 

（2）業務運営管理者は、その業務を担当する者に是正処置の実施を指示す

る。是正処置は以下の手順とする。 

①  不適合を特定する。 

②  不適合の原因を特定する。 

③  不適合を修正する。 

④  再発防止処置の必要性について評価する。 

⑤  必要とされた処置を決定し、適時に実施する 

⑥  是正処置結果を「是正処置報告書」（様式 A-8）により業務運営管理

者に報告する。 

（3）業務運営管理者は、その是正処置の有効性をレビューする。必要な場合

には、是正処置の有効性を再レビューする。講じた是正処置の状況は一覧

表にまとめ、維持更新する。 

（4）業務運営管理者は、必要に応じて、是正処置の結果をマネジメントレビ

ューへ報告する。 
 

18. 是正処置 

（1）認証機関の関係者は、マネジメントシステムに関し、不適合を発見した

場合は、直ちに、業務運営管理者に報告を行うものとする。 

（2）業務運営管理者は、その業務を担当する者に是正処置の実施を指示す

る。是正処置は以下の手順とする。 

①  不適合を特定する。 

②  不適合の原因を特定する。 

③  不適合を修正する。 

④  再発防止処置の必要性について評価する。 

⑤  必要とされた処置を決定し、適時に実施する 

⑥  是正処置結果を「是正処置報告書」（様式 A-8）により業務運営管理

者に報告する。 

（3）業務運営管理者は、その是正処置の有効性をレビューする。 

 

 

（4）業務運営管理者は、必要に応じて、是正処置の結果をマネジメントレビ

ューへ報告する。 

19．～21. （略）  19．～21. （略） 
 

 


